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  平成30年３月30日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県規則第26号 

   化製場等に関する法律施行条例施行規則の一部を改正する規則 

 化製場等に関する法律施行条例施行規則（昭和59年静岡県規則第43号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （場所の制限） 

第７条 法第４条第３号に規定する公衆衛生上

害を生ずるおそれのある場所は、次のとおり

とする。ただし、土地の状況その他特別の理

由により知事が公衆衛生上支障がないと認め

たときは、この限りではない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８

条第１項第１号に規定する第１種低層住居

専用地域、第２種低層住居専用地域、第１

種中高層住居専用地域、第２種中高層住居

専用地域、第１種住居地域、第２種住居地

域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地

域並びに同項第７号に規定する風致地区並

びにその周辺300メートル以内の場所 

 

 (6)・(7) （略） 

 （場所の制限） 

第７条 法第４条第３号に規定する公衆衛生上

害を生ずるおそれのある場所は、次のとおり

とする。ただし、土地の状況その他特別の理

由により知事が公衆衛生上支障がないと認め

たときは、この限りではない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８

条第１項第１号に規定する第１種低層住居

専用地域、第２種低層住居専用地域、第１

種中高層住居専用地域、第２種中高層住居

専用地域、第１種住居地域、第２種住居地

域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業

地域及び商業地域並びに同項第７号に規定

する風致地区並びにその周辺300メートル以

内の場所 

 (6)・(7) （略） 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年法律第26号）附則第１条第２号に掲げる規定

の施行の日（平成30年４月１日）から施行する。 


